
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の２種類があります。
まず、「自筆証書遺言」は、その名の通り、遺言者が、自らの筆跡で作成する遺言のことです。ただ、自筆証書遺言は、
その有効となる条件が厳しく定められています。具体的には、①遺言の全文が遺言者の自筆で記載されていなければ

ならず、一部でも代筆やパソコンで作成されるなどしているものは有効とは認められません。また、②自らの筆跡で日付と署名が
なされている必要があり、さらに③実印である必要はありませんが、押印されていることが必要です。これらのいずれか一つでも
満たさない遺言は「自筆証書遺言」として有効なものとは言えず、「遺言」としての法的な意味は有しないものとなってしまいま
す。さらに、遺言の保管者は、遺言者が死亡した後、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出して検認請求をしなければなりません。
「自筆証書遺言」は、上記条件を守れば気軽に作成できる反面、親族間での対立が激しい事案では相続人の一部が遺言者に強
制的に書かせたのではないかという争いや、高齢の遺言者の場合、その「遺言能力」（遺言をするだけの判断能力）がなかったの
ではないかという争いも起きやすいと言えます。
一方で、「公正証書遺言」は、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を記載した証書としての遺言を作成する

ものです。２人以上の証人の立ち会いが必要であり、また公証人の手数料もかかりますが、遺言の内容に関して公証人と打ち合
わせをすることも可能であるため、内容に関しても確実性の高いものが作成できます。また、公証人の面前で遺言内容を述べま
すので、一般的には、上記のような強制的な遺言作成や遺言能力のない方の遺言作成は起こりにくいと言えます。また、遺言の
原本は公証人役場に保管されますので、紛失するおそれもありませんし、日本公証人連合会が「遺言検索システム」を整備して
おり、相続人の方は、亡くなられた方が公正証書遺言を残していないかどうかの検索を行うこともできます。
それぞれの遺言の特徴も考えて、どちらの方式で遺言を残すかを考えて頂ければと思います。

私が死亡したときのために遺言を作っておきたいと考えていますが、遺言にも２種類あると聞いてい
ます。どのような点に注意をすればよいでしょうか。
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【山田・立花法律事務所（姫路市）　弁護士　立花 隆介】
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遺言書を作る時に、
どんなことに注意すればいいでしょうか。

今月のそうだん
権利擁護の権利擁護の
そうだんコーナーそうだんコーナー

け ん り よ う ご

受付中！受付中！
ボランティア活動中にケガをし

た（傷害事故）、他人にケガをさせ
たり、物を壊してしまった（賠償事
故）など、万が一の事故に備えてい
ただくための保険です。
安心して活動するために、ご加

入ください。

ボランティア
市民活動災害共済
ボランティア

市民活動災害共済

やさし
さ♥ありがとうやさし
さ♥ありがとうやさし
さ♥ありがとう

善意銀行善意銀行善意銀行
だよりだより

（2/1～2/28受付分）
（順不同、敬称は略させていただきます。）

◆金銭預託

◆物品預託

金銭預託合計
945,158円
あたたかい善意の預託
ありがとうございました。

☆供養として
　山崎町 　上牧谷
　山崎町 　富士ノ町　
　山崎町　葛根
　一宮町 　福田
　一宮町　倉床
　一宮町　曲里
　一宮町　中坪
　一宮町　嶋田
　波賀町　飯見
　波賀町　野尻
　波賀町　谷
　波賀町　小野
　波賀町　斉木
　波賀町　飯見
　千種町　岩野辺
　千種町　鷹巣
☆見舞い返し・快気祝いとして
　波賀町　原
　波賀町　安賀
　波賀町　原
☆地域福祉のために
　山崎町　宇原
　一宮町　深河谷
　一宮町
　一宮町　閏賀
　一宮町
　波賀町
　千種町　鷹巣
　♪商品券
　一宮町
☆福祉用具のお礼として
　山崎町　野

☆古切手ほか
　山崎町　中
　山崎町　下牧谷
　山崎町　土万
　山崎町　出水町
　山崎町　北魚町
　山崎町　杉ヶ瀬
　山崎町　門前
　山崎町　春安
　山崎町　山田
　山崎町　門前
　山崎町　川戸
　山崎町　庄能北
　山崎町　福原町
　山崎町　中野
　山崎町
　山崎町　宇野
　山崎町　上牧谷
　山崎町　富士ノ町
　山崎町　山田
　山崎町　高所
　山崎町　大才町
　山崎町　元山崎
　山崎町　土万
　山崎町　中比地
　山崎町　東下野
　山崎町　山田
　山崎町　宇原
　山崎町　千本屋
　山崎町　山田
　山崎町　青木
　山崎町　中野
　山崎町
　一宮町　西公文
　一宮町　中安積
　一宮町　東公文

　一宮町　嶋田
　一宮町　河原田
　一宮町　嵯峨山
　一宮町
　波賀町　皆木
　波賀町　有賀
　波賀町　斉木
　波賀町　小野
　波賀町　水谷
　波賀町　原　
　波賀町
　千種町　中島
　千種町　中島
　千種町　中島
　千種町　奥西山
　千種町　鷹巣
　千種町　河呂
　千種町　岩野辺
　千種町　西奥山
　姫路市
　宍粟市農業委員会事務局 
　宍粟市産業部農業振興課 
　宍粟市教育委員会教育総務課
　♪紙おむつ
　山崎町　山田町
　一宮町　深河谷
　波賀町　谷
　波賀町
☆食料品
　♪米 60kg（配食サービスへ）
　千種町　奥西山
　♪野菜（配食サービスへ）
　山崎町　コスモスグループ
　山崎町　スマイルグループ
　山崎町　神野ことぶき会
　山崎町　土万グループ
　山崎町　伊水グループ
　山崎町　菅野グループ
　一宮町
　♪コーヒー（お達者クラブへ）
　千種町　下河野
☆お手玉
　千種町　下河野
☆衣料品
　波賀町

横野　定夫
福居　基永
植山　忠
福田　敏勝
桑垣　喜一
橋本　鉄也
横枕　正
森下　高志
中谷　秀樹
植田　直幸
米澤　圭吾
川口　節子
早田　義弘
大谷　利成
西垣　公博
村上　卓実

渡辺　重樹
山下　栄
堂上　佐喜子

T.M
山内　和彦
下三方地区婦人会
お店屋さんごっこ
匿名１件
匿名１件
村上　卓美

匿名１件

西幹　幸子

寺坂　昌子
田谷　恵子
森方工業㈱
笠原　浪江
下村　昭一郎
山田　悦子
田村　秀男
春名　澤枝
今津　智比呂
堂北　ハツエ
入角　繁樹
香山　靖子
アボシヤ
成浦　はる子
山崎小学校
神山　民子
淡井　さえ子
チドリ美容室
やまね薬店
衣笠　博
表　貴美子
谷川　ヒデ
志水板金
平見窯業
須々木　やす子
三浦　八千代
山根　三十六
長田産業（株）
紙野　きくゑ
多賀　秀夫
小田　百合子
匿名２件
森　晴愛
讃岐　守
大上　久夫

岡西　清治
森下　富子
八家　敏子
匿名３件
立道　光恵
小林　重美
舟積　勇
中岸　幸大
山岸　耕作
堂上　佐喜子
匿名４件
春名　昭爾
㈱千種モータース販売
しきぐさ交通バス
広石　福恵
村上　敬美
清水　兼男
船曳　幸子
池上　信義
山根　竹二郎

長田　昇
岡田　節子
米澤　圭吾
匿名１件

前田　實

匿名１件

山根　富恵

猶原しげの

匿名１件

低所得で進学費用にお悩みのご家庭の方へ

お子さんの学びたい気持ちを
生活福祉資金が応援します

●教育支援資金の内容

※生活福祉資金には他にこのような貸付があります

生活福祉資金は、低所得者世帯等の経済的自立を目的に、
兵庫県社会福祉協議会が行う貸付制度で、各市町社協が窓
口となっています。
その中で「教育支援資金」は、学費の捻出が困難な低所得
世帯等の子どもたちに対し、高等学校や大学、専門学校への
入学時に必要な費用や、授業料等在学中に必要な費用を貸
し付け、就学を支援する資金です。
この春、お子さんの進学が決まった世帯で、費用の捻出に
お悩みの場合はご相談ください。
また在学中の方で、授業料等の支払いが困難な世帯も利
用できますので、ご相談ください。

■お問い合わせ先：社協各支部

経済的な理由や、障がいなどの生活
課題を抱えている世帯に対し、一時
的に必要な費用の貸し付けを行う

入学時に必要な費用
•入学金　•制服等の購入費用
•下宿・寮等の入居費用　等

高校、大学等の在学中に必要な費用
•授業料
•毎月の下宿代、寮費　等

生計中心者の失業などにより生計
の維持が困難となった世帯に対し、
生活再建を行う間の生活費など必
要な費用の貸し付けを行う

福祉資金

福祉資金
貸付限度額：
５０万円以内

教育支援費
貸付限度額：
高校3.5万円/月
大学6.5万円/月

総合支援資金

11 10

申込み・お問い合わせ
社協本部・各支部

補償期間:

掛　　金：

平成２３年４月１日～
平成２４年３月３１日
１名につき年間５００円

安心してボランティア活動を
するために

平成２３年度


